
第 ８ 回  糸 島 １ 市 ２ 町 合 併 協 議 会 

 

平成 20 年 5 月 19 日（月）13：30～ 

前原市人権センター３階大会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 会議録署名委員の指名 

    （          ）（          ）（          ） 

 

４ 協議事項 

（１）協定項目の調整について（第７回合併協議会資料） 

①協議第２４号 協定項目 ４「新市の事務所の位置」について 

 

 

 

②協議第２５号 協定項目１１「一般職職員の身分の取扱い」について 

 

 

 

③協議第２６号 協定項目１４「使用料・手数料及び分担金等の取扱い」について 

 

 

 

④協議第２７号 協定項目２１「組織及び機構の取扱い」について 

 

 

 

（２）協定項目の審議について（第７回合併協議会資料） 

①協議第２９号 協定項目 ６「新市基本計画（第１章 序論）」について 

 

 

 

（３）提案事項（第８回合併協議会資料） 



①協議第３０号 協定項目 ７「議員定数及び任期の取扱い」について 

 

 

 

②協議第３１号 協定項目 ９「地域審議会の取扱い」について 

 

 

 

③協議第３２号 平成１９年度糸島１市２町合併協議会決算について 

 

 

 

５ 次回日程について 

日 時：平成２０年５月３０日（金）１３：３０～ 

場 所：志摩町総合保健福祉センター「ふれあい」 

 

 

 

６ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第８回 糸島１市２町合併協議会 資料 

 

 

 

 

 

（平成20年 5月 19日開催） 

 

 

 

 

 

 

 

糸島１市２町合併協議会 



協議第３０号 
 
 

協定項目７「議員定数及び任期の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第９条第

１項の特例は適用せず、新市の設置の日から５０日以内に選挙を実施する。 

２ 新市の議会議員の定数は、２４人とする。 
３ 選挙区は、設けない。 

 
  平成２０年５月１９日 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 
 



 （4）合併調査特別委員会

　・６人

【議会運営委員会】

　・上下水道課、産業振興課、都市計画課及び土木課に関する事務

  ・13人（議員全員）

 （4）広域行政に関する調査特別委員会

  ・８人（正副議長及び常任委員会より、各２人）

 （4）同　左

  ・13人（議員全員）

　(1) 予算特別委員会

　・各常任委員会より、各２人（正副議長は同席）

　・同　左

　(1) 同　左

　・副議長、常任委員会より、各２人（議長は同席）

　・同　左

　・建設水道部、産業経済部及び農業委員会に属する事項

【特別委員会】【特別委員会】

　・総務部、会計管理者、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び

　・６人

　(3) 建設産業常任委員会

【議会運営委員会】

　(2) 市民福祉常任委員会

　(2) 産業建設常任委員会　(2) 産業厚生常任委員会

　・２人

　・同　左

　(2) 同　左

　・同　左

　・同　左

　・同　左　・７人

　(1) 同　左

　・企画調整課、総務課、税務課、出納室及び教育委員会に関す

　・13人（議員全員）

  ・副議長及び各常任委員会（議長は同席）

　・５人

【議会運営委員会】

【特別委員会】

　　る事務

　・13人（議員全員）

　・５人

　(2) 同　左

　・同　左

　・同　左

【常任委員会】

　　一般選挙から適用

【議員定数】

　・同　左

　・平成18年３月改正、公布の日から施行、施行日以降告示される

　(2) 決算審査特別委員会

　・18人（議員全員）

　・６人（常任委員会より、各２人）

　・毎年９月定例会中に設置し、閉会中に審査

　・毎年３月定例会中に設置

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
行財政
（議会）

　議員定数及び任期の取扱い
専門部会
（分科会）

　・同　左

  ・同　左

　(1) 総務文教厚生常任委員会

　・総務課、企画課、出納課、税務課、住民課、健康福祉課、教育

　　委員会に関する事務及び他の課に属しない事務

調整の具体的内容

【議員の任期】

　・常任委員の任期は、議員の任期に同じ

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

　・平成22年11月16日まで 　・同　左

【議員の任期】

　・平成23年４月29日まで

調整内容

協定項目

第7号

１　市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第９条第１項の特例は適用せず、新市の設置の日から50日以内に選挙を実施する。
２　新市の議会議員の定数は、24人とする。
３　選挙区は、設けない。

　(1) 総務文教常任委員会

　・平成14年９月改正、平成15年１月１日施行、施行日以降告示される

　・同　左

　・同　左

　・地方自治法第91条第１項の規定に基づく

　・議会運営委員の任期は、議員の任期に同じ

【議員定数】

　・同　左

　・13人

【議員定数】

　・18人

　　一般選挙から適用 　　告示される一般選挙から適用

　・６人 　・６人

　・市民部、健康福祉部及び福祉事務所に属する事項

　・６人

　　教育委員会に属する事項並びに他の委員会に所管に属さない事項

　・平成18年３月改正、平成18年４月１日以後初めてその期日を

【常任委員会】

１　市町村の合併の特例等に関する法律（平
　成16年法律第59号）第９条第１項の特例は
　適用せず、新市の設置の日から50日以内に
　選挙を実施する。
２　新市の議会議員の定数は、24人とする。
３　選挙区は、設けない。

　(3) 議会広報特別委員会 　(3) 同　左

　・毎年９月定例会中に設置し、閉会中に審査

　(1) 同　左

　・同　左

　・住民課、健康福祉課、生活環境課、産業振興課、都市整備課

　　及び農業委員会に関する事務

【常任委員会】

【議員の任期】



協議第３１号 
 
 

協定項目９「地域審議会の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
新市の施策全般に住民の意見を反映し、合併後の各区域の均衡ある発展を図

るため、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第２

２条第１項の規定に基づく地域審議会を、前原市、二丈町及び志摩町の各区域

において設置する。 
 
  平成２０年５月１９日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



 1

地域審議会の設置に関する協議（案） 
 
 （設置） 
第１条 市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第22条第 
１項の規定に基づき、次のとおり地域審議会（以下「審議会」という。）を設

置する。 
名  称 設 置 区 域 

前原地域審議会 合併前の前原市の区域 
二丈地域審議会 合併前の二丈町の区域 
志摩地域審議会 合併前の志摩町の区域 

（設置期間） 
第２条 審議会の設置期間は、合併の日から５年以内とする。 
 （所掌事項） 
第３条 審議会は、旧市町の区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項につ

いて、市長の諮問に応じて審議し、意見を述べるものとする。 
(1) 新市基本計画の変更に関する事項 

(2) 新市基本計画の執行状況に関する事項 

 (3) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項 

 (4) その他市長が必要と認める事項 
２ 審議会は、地域の振興等に関し必要と認める事項について審議し、市長に

意見を述べることができる。 
 （組織） 
第４条 審議会の委員の数は、審議会ごとに10人以内とする。 
２ 委員は、設置区域に住所を有する者で、次に掲げる者のうちから、市長が

任命する。 
 (1) 公共的団体等を代表する者 

 (2) 学識経験を有する者 

 (3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 
 （任期及び失職） 
第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任することができる。 
３ 委員は、設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 
 （会長及び副会長） 
第６条 審議会に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の互選によって定

める。 
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２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
（会議） 
第７条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、

委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。 
２ 会長は、委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会

議を招集しなければならない。 
３ 会議は、委員の２分の１以上の者が出席しなければ開くことができない。 
４ 会議の議長は、会長が務めるものとする。 
５ 議長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又

は意見を求めることができる。 
６ 会議は、原則公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮

ったうえで公開しないことができる。 
７ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決す

るところによる。 
 （庶務） 
第８条 審議会の庶務は、市長が定める部署において処理する。 
 （雑則） 
第９条 審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 
 



　 　地域審議会の組織及び運営に関し必要
な事項については、別紙「地域審議会の
設置に関する協議（案）」のとおりとす
る。

二　丈　町

調整の具体的内容

志　摩　町

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

第9号

協定項目

調整内容

　地域審議会の取扱い
経営企画課　　馬場　貢 企画調整課　　藤田　　晋 企画課　　扇　清人

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案　
行財政
（企画）

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

　新市の施策全般に住民の意見を反映し、合併後の各区域の均衡ある発展を図るため、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第22条第１項の規定に基づく地域審議会
を、前原市、二丈町及び志摩町の各区域において設置する。

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　西　重幸

前　原　市



協議第３２号 
 
 

平成１９年度糸島１市２町合併協議会決算について 
 
 
 このことについて、別紙のとおり提出する。 
 
 
  平成２０年５月１９日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



糸島１市２町合併協議会歳入歳出決算書

糸島１市２町合併協議会

平成19年度



歳  入 単位：円　　　

款 項

　１　負　担　金

　１　負　担　金

　２　繰　越　金

　１　繰　越　金

　３　諸　収　入

　１　雑　　　入

歳　出

款 項

　１　運　営　費

　１　運　営　費

　２　事　業　費

　１　事業推進費

　３　予　備　費

　1　予　備　費

0

平成19年度糸島１市２町合併協議会歳入歳出決算書

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
予算現額と収入
済額との比較

0 0

4,800,000 4,800,000 4,800,000 0 0 0

4,800,000 4,800,000 4,800,000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 △ 6181,000 382

1,000 382 382 0

382 0

歳　　　入　　　合　　　計 4,801,000 4,800,382 4,800,382

0 △ 618

0 0 △ 618

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
 予算現額と支出
済額との比較

1,383,778

2,516,000 1,132,222 0 1,383,778 1,383,778

2,516,000 1,132,222 0 1,383,778

1,412,230

2,012,000 599,770 0 1,412,230 1,412,230

2,012,000 599,770 0 1,412,230

273,000

273,000 0 0 273,000 273,000

273,000 0 0 273,000

3,069,008 3,069,008歳　　出　　合　　計 4,801,000 1,731,992 0



歳　　入 （単位：円）

1 負 担 金 4,800,000 0 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000 0 0

1 負 担 金 4,800,000 0 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000 0 0

1 負 担 金 4,800,000 0 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000 0 0

1 負 担 金 4,800,000 4,800,000 0 0 前原市負担金 1,600,000

二丈町負担金 1,600,000

志摩町負担金 1,600,000

3 諸 収 入 1,000 0 0 1,000 382 382 0 0

1 雑 入 1,000 0 0 1,000 382 382 0 0

1 雑 入 1,000 0 0 1,000 382 382 0 0

1 雑 入 382 382 0 0 預金利子等 382

4,801,000 0 0 4,801,000 4,800,382 4,800,382 0 0

1,000

歳　入　合　計

4,800,000

当　初
予算額

補　正
予算額

 継続費及び繰
 越事業費繰越
 財源充当額

計
節

区　分 金　額

平成19年度糸島１市２町合併協議会歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目

予　　算　　現　　額

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備  考



歳　　出 （単位：円）

金　額

1 運 営 費 2,516,000 0 0 0 1,132,222 0 1,383,778

1 運 営 費 2,516,000 0 0 0 1,132,222 0 1,383,778

1 会 議 費 1,073,000 0 0 0 789,227 0 283,773

1 報 酬 508,000 465,300 0 42,700 協議会委員報酬 465,300

9 旅 費 248,000 217,800 0 30,200 協議会委員費用弁償 217,800

12 役 務 費 303,000 92,257 0 210,743 議事録反訳料 92,257

14

使用料及
び賃借料 14,000 13,870 0 130 会議室使用料 13,870

2 事 務 費 1,443,000 0 0 0 342,995 0 1,100,005

9 旅 費 12,000 0 0 12,000

11 需 用 費 499,000 192,870 0 306,130 消耗品費 82,182

燃料費 33,389

印刷製本費 31,882

光熱水費 45,417

12 役 務 費 90,000 71,424 0 18,576 通信運搬費 56,424

合併協議会事務所看板作成手数料 15,000

14

使用料及
び賃借料 92,000 43,500 0 48,500 コピー機借上料 34,650

有料道路通過料 8,850

19
負担金補助
及び交付金 750,000 35,201 0 714,799 事務局派遣職員時間外勤務手当負担金 35,201

1,443,000

2,516,000

2,516,000

1,073,000

支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 備      考予備費支出
及び

流用増減
計

節

区　分

款 項 目

予　　算　　現　　額

当　初
予算額

補　正
予算額

継続費及び
繰越事業費
繰　越　額



2 事 業 費 2,012,000 0 0 0 599,770 0 1,412,230

1 事業推進費 2,012,000 0 0 0 599,770 0 1,412,230

1 事業推進費 2,012,000 0 0 0 599,770 0 1,412,230

11 需 用 費 515,000 396,900 0 118,100 印刷製本費（合併協議会だより） 396,900

13 委 託 料 1,497,000 202,870 0 1,294,130 ホームページ作成・更新委託料 202,870

3 予 備 費 273,000 0 0 0 0 0 273,000

1 予 備 費 273,000 0 0 0 0 0 273,000

1 予 備 費 273,000 0 0 0 0 0 273,000

4,801,000 0 0 0 1,731,992 0 3,069,008

2,012,000

273,000

歳　出　合　計 4,801,000

273,000

273,000

2,012,000

2,012,000



実質収支に関する調書

（単位：円）

金      額

１ 4,800,382

２ 1,731,992

３ 3,068,390

（１）継続費逓次繰越額 0

４ （２）繰越明許費繰越額 0

（３ ）事故繰越し繰越額 0

５ 3,068,390

翌 年 度 へ 繰 り 越 す
べ き 財 源

実 質 収 支 額

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額




